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当マニュアルは新型コロナウイルス感染症の感染状況等に応じて
改訂いたします。



新型コロナウイルス関連特別規定（高知総体のみに適用）

報告義務に関する規定
１）感染者や濃厚接触者が部内に出た場合は、速やかに大会事務局及び(公財)全国
高等学校体育連盟テニス専門部事務局へ報告すること。

２）校内、クラス内で感染者が出た場合のルール等で出場ができなくなった場合、
速やかに大会事務局及び(公財)全国高等学校体育連盟テニス専門部事務局へ出
場辞退を申し出ること。

選手入れ替えに関する特別規定
３）登録選手の中に新型コロナウイルスの感染者・濃厚接触者が出た場合、登録
選手の入れ替えを認め、入れ替える人数に上限は設けない。なお、入れ替え
の期限は2022年7月26日までとする。
・入れ替える場合は除外されず残った選手と新しく入る選手を実力順に登録
すること。
・隔離期間が終了し復帰する場合は、登録入れ替えにより追加登録した選手
を除外し、実力順に再登録すること。
※複数選手を入れ替えた場合は復帰した選手人数分の人数を除外

補欠校及び補欠選手繰り上げに関する特別規定（大会要項６競技方法 (3)に従
う）
４）出場辞退校が出た場合、2022年7月25日までを期限とし補欠校の繰り上げを行
う。

５）補欠校は繰り上げ対応期間中に繰り上げ出場が決定した場合、即日、出場の
可否に関して大会事務局及び(公財)全国高等学校体育連盟テニス専門部事務局
に回答すること。

６）繰り上げ出場が不可能な補欠校が出た場合、出場権は次の補欠順位校へ移行
するものとする。

７）補欠校がいなくなった場合、もしくは繰り上げ出場の受け付けられる期限
（2022年7月25日）を過ぎた場合は欠場校数分ドローにByeをいれる。

８）個人戦についても同様とする。

出場記録に関する特別規定
９）新型コロナウイルス関連の理由で出場を辞退した場合・失格になった場合、
出場校として記録に残すものとする。

10）補欠校が繰り上げにより出場した場合、出場校として記録に残すものとする。

関連既存規定の確認
・出場可能な選手が5名を下回った場合は失格とする。

※競技開始後（7月27日以降）の参加規定に関しては
別紙「高知総体 出場校向け大会期間中の体調不良者発生時の対応」に定めます。
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〜7月25日（団体戦出場校 繰り上げ期限まで）
チーム内に感染者発生

チーム内に濃厚接触者有り チーム内に濃厚接触者無し

感染者は保健所に指定された
隔離期間を終了するか、PCR

検査陰性証明を提出できれば
出場可

選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

チームメンバーが外部の感染者の濃厚接触者として認定

濃厚接触者本人のPCR検査の結果は陰性

接触日以降濃厚接触者が部活に参加していた場合

※PCR検査陰性が出場条件になった場合、その証明書を提出すること

※濃厚接触に当たるかどうかは、各都道府県の最新の判断基準に従い、所属の学校⻑が判断する

※チームメンバーの定義：日々同じ場所で部活動を共にしている部員、監督、コーチ、顧問、スタッフ

発生事案 チーム要件 個人要件

接触日以降濃厚接触者が部活に参加していなかった場合

選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

濃厚接触者は保健所に指定された
隔離期間を終了すれば出場可

濃厚接触者以外のメンバーについて
聞き取り調査の後、選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

感染者は保健所に指定された隔離期間を
終了するか、PCR検査陰性証明を提出でき
れば出場可
濃厚接触者は保健所に指定された隔離期間
が終了すれば出場可

選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

出場辞退

繰り上げ

出場辞退

繰り上げ



7月26日（団体戦出場校 大会前日）
チーム内に感染者発生

チーム内に濃厚接触者有り チーム内に濃厚接触者無し

感染者は保健所に指定された
隔離期間を終了するか、PCR

検査陰性証明を提出できれば
出場可

選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

チームメンバーが外部の感染者の濃厚接触者として認定

濃厚接触者本人のPCR検査の結果は陰性

接触日以降濃厚接触者が部活に参加していた場合

※PCR検査陰性が出場条件になった場合、その証明書を提出すること

※濃厚接触に当たるかどうかは、各都道府県の最新の判断基準に従い、所属の学校⻑が判断する

※チームメンバーの定義：日々同じ場所で部活動を共にしている部員、監督、コーチ、顧問、スタッフ

発生事案 チーム要件 個人要件

接触日以降濃厚接触者が部活に参加していなかった場合

選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

濃厚接触者は保健所に指定された
隔離期間を終了すれば出場可

濃厚接触者以外のメンバーについて
聞き取り調査の後、選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

感染者は保健所に指定された隔離期間を終
了するか、PCR検査陰性証明を提出できれ
ば出場可
濃厚接触者は保健所に指定された隔離期間
が終了すれば出場可

選手入れ替えに関する
特別規定に従い出場可

出場辞退

Bye

出場辞退

Bye



7月27日以降（団体戦出場校）
オーダー提出の時間までに下記の要件が満たせなかった
場合は棄権となります。

体調不良者が医療機関を受診

コロナウイルス感染症の可能性はなし コロナウイルス感染症の可能性あり

出場可

チーム全員がPCR検査

全員陰性であれば
出場可

陽性者あり

出場可

※PCR検査陰性が出場条件になった場合、その証明書を提出すること

※濃厚接触に当たるかどうかは担当保健所に判断してもらうこと

※チームメンバーの定義：日々同じ場所で部活動を共にしている部員、監督、コーチ、顧問、スタッフ

発生事案 チーム要件 個人要件
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チーム内に体調不良者発生

監督または登録選手2名以上が
感染者または濃厚接触者

監督かつ登録選手4名以上が
感染者でも濃厚接触者でもない

出場不可



〜7月25日（個人戦出場者 繰り上げ期限まで）
チーム内に感染者発生

出場選手が感染者または濃厚接触者 出場選手は濃厚接触者でない

保健所に指定された隔離期間が
7/30までに終了する場合または
7/30までにPCR検査陰性証明を
提出できれば出場可

出場可

チームメンバーが外部の感染者の濃厚接触者として認定

濃厚接触者本人のPCR検査の結果は陰性

接触日以降濃厚接触者が部活に参加していた場合

※PCR検査陰性が出場条件になった場合、その証明書を提出すること

※濃厚接触に当たるかどうかは、判断する者も含め各都道府県の最新の判断方法に従う

※チームメンバーの定義：日々同じ場所で部活動を共にしている部員、監督、コーチ、顧問、スタッフ

発生事案 チーム要件 個人要件

接触日以降濃厚接触者部活に参加していなかった場合

出場可聞き取り調査の後、濃厚接触者に該当するか判断
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保健所に指定された隔離期間が
7/30までに終了せず、かつ7/30

までにPCR検査陰性証明を提出
できなければ出場不可

7/25までならば補欠選手繰り上げ

出場辞退

補欠選手繰り上げ

出場辞退

補欠選手繰り上げ



7月26日〜7月30日（個人戦出場者）
チーム内に感染者発生

出場選手が感染者または濃厚接触者 出場選手は濃厚接触者でない

保健所に指定された隔離期間が
7/30までに終了する場合または
7/30までにPCR検査陰性証明を
提出できれば出場可

出場可

チームメンバーが外部の感染者の濃厚接触者として認定

濃厚接触者本人のPCR検査の結果は陰性

接触日以降濃厚接触者が部活に参加していた場合

※PCR検査陰性が出場条件になった場合、その証明書を提出すること

※濃厚接触に当たるかどうかは、判断する者も含め各都道府県の最新の判断方法に従う

※チームメンバーの定義：日々同じ場所で部活動を共にしている部員、監督、コーチ、顧問、スタッフ

発生事案 チーム要件 個人要件

接触日以降濃厚接触者部活に参加していなかった場合

出場可聞き取り調査の後、出場選手が
濃厚接触者に該当するか判断
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保健所に指定された隔離期間が
7/30までに終了せず、かつ7/30

までにPCR検査陰性証明を提出
できなければ出場不可

Bye

出場辞退

Bye

出場辞退

Bye



7月31日以降（個人戦出場者）
試合開始時間までに下記の要件が満たせなかった
場合は棄権となります。

体調不良者が医療機関を受診

コロナウイルス感染症の可能性はなし コロナウイルス感染症の可能性あり

出場選手が感染者でも
濃厚接触者でもない

チーム全員がPCR検査

全員陰性であれば
出場可

陽性者あり

出場可

※PCR検査陰性が出場条件になった場合、その証明書を提出すること

※濃厚接触に当たるかどうかは担当保健所に判断してもらうこと

※チームメンバーの定義：日々同じ場所で部活動を共にしている部員、監督、コーチ、顧問、スタッフ

発生事案 チーム要件 個人要件
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チーム内に体調不良者発生

出場選手が感染者
または濃厚接触者

出場不可 出場可



濃厚接触者の定義
（厚生労働省 新型コロナウイルス感染症診療の手引き第7.2版）

「患者（確定例）」の感染可能期間（発症２日前〜）に接触した者のうち、次の範
囲に該当する者である。
・患者（確定例）と同居あるいは⻑時間の接触（⾞内、航空機内等を含む）
があった者
・適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護もしくは介護していた者
・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性
が高い者
・その他：手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）で、必要な感染予防策
なしで、患者（確定例）と１５分以上接触があった者（周辺の環境や接触状況等
個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）
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【参考資料１】



【参考資料２】
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【出展：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症診療の手引き第7.2版」】

退院基準・解除基準



↑有症状の場合は１段目右の発症日から10日が最短
無症状の場合は最下段の7日が最短

【出展：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症診療の手引き第7.2版」】
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【参考資料３】

期間計算のイメージ


